
（別添）  次世代育成支援対策交付金交付要綱一部改正新旧対照表（案）  

平成22年度  平成21年度  

（別紙）  （別紙）  

次世代育成支援対策交付金交付要綱   

（通則）  

1次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号。以下「次世代法」   
という。）第11条第1項の規定に基づく次世代育成支援対策交付金（以下  
「交付金」という。）の交付については、予算の範囲内において交付するも   

のとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律  
第179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭  
和30年政令第255号）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12  

年芸志芸令第6号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところに   
よる。   

（交付の目的）  

2 この交付金は、次世代法第8条第1項の規定に基づき市町村（特別区を含   
む。以下同じ。）が策定する市町村行動計画（以下「行動計画」という。）に   
基づく措置のうち、次世代育成支援対策に資する事業に要する経費に充てるた   
め交付することにより、行動計画に基づく次世代育成支援対策の着実な推進   
を図ることを目的とする。   

（交付の対象）  

3 この交付金は、市町村が行動計画により毎年度策定する別紙様式第1（別表3）   
による事業計画（以下「事業計画」という。）に基づく次の事業を交付の対象とす   
る。  

（1）特定事業  

平成20年11月28日雇閻舞1128003号厚生労働省雇用均等・児童家   
庭局長通知「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準につ   

いて」（以下「評価基準通知」という。）に基づく次の事業   
ア 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちやん事業）  

評価基準通知の1の（1）に基づき、市町村が行う事業  
イ 養育支援訪問事業  

評価基準通知の1の（2）に基づき、市町村が行う事業  
ウ ファミリー・サポート・センター事業  

評価基準通知の1の（3）に基づき、・市町村が行う事業又は民間が実施す  

次世代育成支援対策交付金交付要綱   

（通則）  

1 （略）  

（交付の目的）  

2 （略）  

（交付の対象）  

3 この交付金は、市町村が行動計画により毎年度策定する別紙様式第1（別表3）  
による事業計画（以下「事業計画」という。）に基づく次の事業を交付の対象とす   

る。  

（1）特定事業  

平成20年11月28日雇儲策1128003号厚生労働省雇用均等・児童家   
庭局長通知「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準につ   
いて」（以下「評価基準通知」という。）に基づく次の事業  

ア （略）  

イ （略）  

ウ （略）  
（
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る事業に対して市町村が補助する事業  

工 子育て短期支援事業   

評価基準通知の1の（4）に基づき、市町村が行う事業  

オ 延長保育促進事業  

評価基準通知の1の（5）に基づき、市町村が民間に委託して実施する事   
業又は民間が実施する事業に対して市町村が補助する事業  

エ （略）   

オ 地域子育て支援拠点事業   
評価基準通知の1の（5）に基づき、市町村が行う事業又は民間が実  
施する事業に対して市町村が補助する事業  

カ ー時預かり事業  
評価基準通知の1♂）（6：＝こ基づき、市町村が行う事業又は民間が実  
施する事業に対して市町村が補助する事業  

（2）その他の事業  

評価基準通知の2及び3の要件を備える事業であって、厚生労働大臣が  
認めた事業   

（対象外事業及び費用）  

4 この交付金は、次に掲げる事業及び費用については、交付の対象としない   
ものとする。  

（1）個人に金銭給付を行い、又は保育料等個人の負担を直接的に軽減する事  
業  

（2）国が別途定める国庫負担金、補助金及び交付金の交付の対象となる事業  
（3）今までに一般財源化された事業  
（4）認可外保育施設の運営に係る経責の一部を負担し、又は補助している事  

業  

（5）平成20年6月12日厚生労働省発雇児第0612001号厚生労働事   
務次官通知の別紙「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」の7に  
掲げる費用  

（6）市及び福祉事務所を設置する町村において、平成呈⊥年度中に要保護児  
童対策地域協議会（虐待防止ネットワークを含む。）が設置されていない   

場合には、3（2）その他事業のうち、評価基準通知の3の要件を備える  
事業に要するすべての経費   

（交付額の算定方法）  

5 この交付金の交付額の算定については、評価基準通知に定める評価基準（以   

下「評価基準」という。）に基づく基準点数を基礎とし、次により算出する。  

ただし、算出された合計額に1，000円未満の端数が生じた場合には、   
これを切り捨てるものとする。  

（1）3の（1）及び（2）に掲げる事業について、評価基準により設定され   
た基準点数の合計点等を基に厚生労働大臣が認めた額と、事業計画に掲げ   

る事業の総事業費の合計額から寄付金その他の収入額（社会福祉法人等営   
利を目的としない法人の場合は寄付金収入額を除く。）の合計額を控除し   
た額に2分の1を乗じた額とを比較して、少ない方の額を選定し交付額と  

（2） （略）  

（対象外事業及び費用）  

4 （略）   

（1） （略）   

（2） （略）  

（3） （略）  

（4） （略）   

（5） （略）  

（6）市及び福祉事務所を設置する町村において、平成之之年度中に要保護児  
童対策地域協議会（虐待防止ネットワークを含む。）が設置されていない   
場合には、3（2）その他事業のうち、評価基準通知の3の要件を備える   
事業に要するすべての経費   

（交付額の算定方法）  

5 （略）  

（1） （略）   



する。  

（2）なお、前年度において交付金による事業実績がある市町村においては、   
（1）において、評価基準により設定された基準点数の合計点に、下表に   

掲げる執行率（前年度基準点数の合計（実績）／前年度基準点数の合計（計   

画））に応じて定める減額率を乗じることとする。   
（表）  

（2） （略）  

執行率   90％以上  90％未満   
減額率   減額なし   0．9   

（交付の条件）  

6 この交付金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  

（1） （略）  

（交付の条件）  

6 この交付金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  
（1）市町村が事業を実施する場合（（2）に掲げる場合を除く。）   

ア 事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、厚生労働  
大臣の承認を受けなければならない。   

イ 事業を中止し、又は廃止する場合は、厚生労働大臣の承認を受けなけ  
ればならない。   

り 事業が、予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となっ  
た場合には、速やかに厚生労働大臣に報告し、その指示を受けなければ  
ならない。   

工 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機  
械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法  
律施行令第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定め  
る期間を経過するまで厚生労働大臣の承認を受けないでこの交付金の交  
付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又  
は廃棄してはならない。   

オ 厚生労働大臣の承認を受けて前号に定める財産を処分することにより  
収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させるこ  
とがある。   

力 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後  
においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的  
な運営を図らなければならない。   

キ この交付金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様  
式第2による調書を作成し、これを事業完7の日（事業の中止又は廃止  
の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後  
5年間保管しておかなければならない。  

（2）市町村が民間の実施する事業に対して補助する場合  
ア （1）のア、イ、り及びキに掲げる条件   
イ 市町村が民間が実施する事業に対してこの交付金を財源に補助金を交  

付する場合には、民間に対して次の条件を付さなければならない。   
（ア）（1）のア、イ及びりに掲げる条件  

二  

（2） （略）  
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この場合において「厚生労働大臣」とあるのは「市町村長」と読み  
替えるものとする。   

（イ）補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以  
上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に  

関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣  
が別に定める期間を経過するまで市町村長の承認を受けないで、この  

補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担  
保に供し、又は廃棄してはならない。  

（ウ）市町村長の承認を受けて前号に定める財産を処分することにより収  
入があった場合には、その収入の全部又は一部を市町村に納付させる  

ことがある。   

（エ）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業  
完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、そ  

の効率的な運営を図らなければならない。  
（オ）補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に  

係る消責税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別  

紙様式第4により速やかに市町村長に報告しなければならない。  

なお、民間事業者が全国的に事業を展開する組織の一部（又は一支  
社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、  

本部（又は本社、本所等）で、消費税及び地方消費税の申告を行って  
いる場合は、本部の課税売上割合等の申告に基づき報告を行うこと。  

また、市町村長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又  

は一部を市町村に納付させることがある。   

（力）補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入  
及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類  

を事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その  
承認を受けた日）の属する年度の終了後5年間保管しておかなければ  
ならない。  

ウ イにより付した条件に基づき市町村長が承認又は指示する場合には、  

あらかじめ厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。  
エ 民間事業者から財産の処分による収入又は補助金に係る消費税及び地  

方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場合には、  
その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

オ 民間事業者がイにより付した条件に違反した場合には、この交付金の  

全部又は一部を国庫に納付させることがある。   

（申請手続）  

7 この交付金の交付の申請は、次により行うものとする。  
（申請手続）  

7 この交付金の交付の申請は、別結様式琶＝こよる申請書lこ関係書類を添え   
て、別に指示する期日までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。， （1）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づ  

き、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合  



ヱ 補助事業者は、別紙様式第1仁よる申請書に関係書類を添えて、都道   
府県知事が定める日までに都道府県知事に提出するものとする。  

土 都連府県知事は、アの卑講書を受理したときは、こ科  
するものとする  め る日までに厚生労働大   まとめのうえ、別に定  

（2）（1）以外の  
補助事業者は、卿こ定め   

榊。   

（変更申請手続）  

8 この交付金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交   

付申請等を行う場合には、7に定める申請手続に従い、毎年度1月末日まで   
仁行うものとする。   

（交付決定までの標準期間）  

亘望二   
号、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合lこおいてし   
都道府県知事は7の（1）瑚81こよる申請書が到達した日力、ら   
起算㈱和二厚生労働大臣lこ提出するものとし、厚生澄   
働大臣は、者御中請書が到達した日から起算して原則として  

3些   

決定を含む。）御   

玉幽魂虹 

旭 補助金等に係る予算の執行の適正化l堰   
き、補助金等の交付に関する事務の一部を都運府県が行う場合、都道府県剋   車㈱巨（決定の変更   
を含む㈱   

交付決定の通知を行う坤   

（交付金の概算払）  

u 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承   
認額の範囲内において概算払をすることができる。   

（実績報告）  

1呈 主旦変位竜の旦茎葉穣劉生1ま」次⊆皐づ竺わ生け旦嵯套をな主1∴  

（1）補助金等に係る予算の執卿  
き、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合  

（変更申請手続）  

8 （略）  

（交付決定までの標準期間）  

9 厚生労働大臣は、7’又は8による申請書が至嘩した日から起算して原則と   
して2月以内に交付の決定（決定の変更を含む。）㈱  鴇l  

（交付決定の通鱒）  

（削除）  

（交付金の概算払）  

週（略）  

（実績報告）  

吐 この交付金の事業実績報告は、別紙様式第3による報告書に関係書類を   
添えて、事業の完了の日から起算して1月を経過した日（6の（1）の千又  

場合には、  は 廃止の承認を受けた   しくはっにより事業の中止又  は（2）のア若  

■  
『  
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当該承認通知を受理した日から起算して1月を経過した日）又は翌年度4月  
10日までに厚生労働大臣に提出して行わなければならない。  

ヱ 補助事業者は、㈱こ関係書類を添えて、都道府   
県知事が定める日までに都道府県に提出して行わなければならない。  

土 都道府県知事は、アの報告書を受理したときは、これを審査し、とり   
まとめのうえ、∃和算して1月を経過したE】（6の   
（1）のイ又は（2）のア≡若しくはウlこより事業の中止又は廃止の承認   

を受けた場合には、制哩した日力、ら1月を経過した日）   
又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに厚生労働大臣に提出して   
行わなければならない。  

（2）（1）以外の場合  
補助事業者は、働こ関係書類を添えて、事業の   

完了の日から起算して1月を経過した日（6の（1）のイ又は（2）のア   
若しくはりにより事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認   
通知を受理した日から1月を経過した日）又は翌年度4月10日のいずれ  
か早い日までに厚生労働大臣に提出して行わなければならない。   

（交付金の額の確定の通知）  

廷 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づ   
き、㈲二関する事務の一部を都道府県が行う場合、都道府県知   
事は、市町村分に係る交付金について厚生労働大臣の確定通知があったとき   
には、市町村長に対し、別紙2の様式により通知を行うものとする。   

（交付金の返還）  

1旦 厚生労働大臣は、交付すべき交付金の額を確定した場合において、既に   
その額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その超える   
部分について国庫に返還することを命ずる。   

（その他）  

1旦 特別の事情により5，7，8及び⊥ヱに定める算定方法、手続によるこ   
とができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定める   
ところによるものとする。  

（交付金の額の確定の通知）  

（削除）  

（交付金の返還）  

週 （略）  

（その他）  

坦 特別の事情により5，7，8及び⊥⊥に定める算定方法、手続によるこ   
とができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定める   
ところによるものとする。   



平成22年度  平成21年度  

別紙様式第1  別紙様式第1  

番  号  

平成  年  月  日  

厚生労働大臣 殿  

市 町村長  

特別区区長  

■†  
平成  年度次世代育成支援対策交付金の交付申請について  

（略）   

標記について、次により国庫交付金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。   

1．国庫交付金交付申請額  金  円   

2．平成 年度次世代育成支援対策交付金所要額調書（別表1）   

3．平成 年度次世代育成支援対策交付金の事業内容及び取組内容等調書（別表2）   

4．平成 年度次世代育成支援対策交付金事業計画書（別表3）  

添付書類  

（1）当該年度の歳入歳出予算（見込）書抄本（当該補助事業の支出予定額を備考  

欄に明記すること。）  

（2）その他参考となる資料  

※ それぞれの事業において、市町村が定める利用料の設定がある場合は、そ  

の基準額がわかる資料を添付すること。  

▲一一塾二＿－－L一二」－ －ノ ∴1れ  ■∴▲と二．＿－¶一 」 ’、一ノ ；＿′’  
・－幣・・畢・戎1一す・？誓攣隼－▲拠J・r tT些「二積悪二瓶千慮こ⊥粗エ・▼撃撃－ごイ戊却・・層篭溢ム」明－－∴・季題キぎ一如すニ、せ盈㌦⊥鍋島∴整▼す㌔正廿耳旭・1ご－さ砥ニーゝ華嵐」－一′ナ挫宣し  

■∴▲ヨヒ ＿－→一山 －一 鴫  ‾▲塾：二 ＿－－＿ユー＼∵∵ 三＿・‾’  ‾一・ヨヒ．＿・㌧ ー一 ，＿  ▲一・ヨヒ ＿・－ ＿ 」   





・ 
一i ＿ ． ＿ ＿ 



平成21年度  平成22年度  

厚生労働省発雇児第……●号  

平成  年度次世代育成支援対策交付金交付決定通知書  

00市  

○月○日 00号で申請のあった平成  年度次世代育成支援対策交付金について  

は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）  

第6条第1項の規定により、平成○年○月○日厚生労働省発雇児第000号をもって  
次のとおり交付することに決定されたので、同法第8条の規定により通知する。  

平成○年○月○日  

00県知事 00 00   

1 交付金の交付の対象となる事業（以下「事業」という。）は、平成20年11月2   

8日厚生労働省発雇児第1128002号厚生労働事務次官通知の別紙「次世代育成支援  対策交付金交付要綱」（以下「交付要綱」という。）の3に定める事業であり、その   
内容は○月○日00号申請書記載のとおりである。   

2 事業に要する経費及び交付金の額は、次のとおりである。ただし、事業の内容が   

変更された場合において、事業に要する経費又は交付金の額が変更されるときは、   

別に通知するところによるものとする。  

（削除）   

事業に要する経費  金  

交 付 金 の 額  金  

3 交付金の額の確定は、交付要綱の5に定める交付額の算定方法により行うもので   

ある。   

4 この交付金は、交付要綱の6に掲げる事項を条件として交付するものである。   

5 事業に係る事業実績報告は、交付要綱の12に定めるところにより行わなければ   
ならない。   

6 この交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における補助金等に係る予算の   

執行の適正化に関する法律第9条第1項の規定による申請の取下げができる期間は、   

平成00年○月00日とする。  



‘‾ 
・ ・ーー  ・・ 

＿＿   ＿ ＿ ＿ ．   



平成21年度   平成22年度   

湧裏1  

平成年度次世代育成支援対策交付金所要額調書  

蓼薪鵬しは） 珊閏鮒釣励）重用 離相原甥賊が淋舶  
持場榊似顔 仏－B） 碁相 かた轡 醐  

同相名汀衡  
B C D E F  

円 円 円 円 円 円  
（略）   

組1．舛－ム色に色勇I軌たセルの裾入する．そ棚外胱ルは永よ相I計‡れる．  

2．鵬勧棚餌男帆当領敬服入す軋  

3，胤C媚に2射場軋て取財用加納る．  

用闘珊献すむと．  

5．弧耽馳珊激を雌／nす抽少桐畑冊助甑．  

⊥
岩
－
 
 
 



平成21年度   平成22年度   

錮未2   

出講2   平成22年塵灰世代育成支劉策交付金の■某開及び班内粥■事  
埴21年よ次世代輌支朗缶交付彙の，糾轡及び珊内的■事  

義；靂腐れ毛   

市区■r村名   
旦当節書（沃i・瞞）  

相当春氏名  
（蔓i又lコ†Ⅶ珊））  

ールアドレス  
市■J河コード  一   

桓上の注1暮側  【  
夫脚－（グノーム色にbl贈れn、るセル粍臥し・†旭柵■に■】臥山正・  

ホ■I‖コード  

ム亀鴎つ㈱n．さ亡ん，。E入しモれ脚．。1】臥血比   
！戦2Z車脚）該当する朋にユ・て・∧一鶴亀疇8チェ，クーDに0‡入力し・8■・C■に22年鵬（重たu■事  

‡繁  ‘ 
・ 1・ 

l（Cl■Jれ児初■全戸劃■一事■〝）み）   ・・′・′ 

． 

喜・二・幸 ・，一 
声‥一こ－≠≠－Jノ■ － 

髄77ミリーづボー・センター沸わ「ひとり脚の77ミリー・，ポヰセント一丸兜・岬■児の冊■、岬毒机）の刈R貪汎にユlてほ ：l畢明文輝初の書含tユ、謬事のほ畑すろこと・  
l利用文■1Iの■含l】．pの1を入力丁ること・   1米一憫ぬ、り■事に1てu、酬lこカわ、糊を通すること・（事触わ嘩よ透中と左るも正についぺtlか配して入力す㍍と・） 

－※上妃以外の事椚、21年■カち醐■こ取り乱》〉で・事■印轄カt年よ遼中となる》）にユ、てりし5－8月■緋〉■郎   ※上払l外の事※て、22年舶ち織lこ慣用C切で、事¶■炒嘩よ遼中とりるものについて■】・5‾8月■始の■糾  
0．T帥芹（暮¶■）、9－12月■絶て○・6か＃（■礪－）、1月鼠←■絶て○・2ちか轟（■幕■）として入力丁るものとすも・  

．   

として入よけてた戒と丁る●  

恒舶一≠ナさhれ、るところuし▲■膵0替入れた暮倉・■1L脚け1青入力丁ろこと・   」￥  】   

くIl■1〉   く訂■1〉   

●■児暮E全戸馳持■■（こん亡ちは赤ちやん●濃）   

●以下lこ岬ナも■B企仙 1・▲■の打一利i■こ0モ人九′・朗■こ全戸b坤事事のY●とな●全T▲■t 

C■こ事■m榊l■t入力丁●こと．   

＝▲′■▲L■   ・ ・    こ  ⊥      リ  ■       ▲  

くD■l●モ義■す●．   

■」二・1L上1▲  

■   目  叩ボルト   
く輯かt（－瓢 twルト  

＝）夏愴か必■ぢt■＝対して．；知）¢及び◎の対応モいTれち軍■し  
いちl■¶村  

富乙；霊諾認㌔、以下．。≠す．一助けれも募■ F  …ボインー  
0▼几■t事■鵬   

●．  こ   

くカ（l）l止仰間R  O∞ホ…  

ポイント轟肘  
●l全■仙輌■の媚■とな●全■■■x∝■＝一植付比で鴎こ‡■さhて、り＝■生川畑W即鴨■はして 事■千言分れて韓■すろ・   

（事でlこ瞥■分についてけ式か人，ていも．）   （▼でにせ■分1こついては舶「入ウている，〉   

●■■支舶■事暮   ●■胃支】■駈■■t   

● 以下l；≠ナも■8址Ii土工■■1i嘉▲■J▲A■の■暮■○にOt人九′・B●こ▼1桐ペ■杜t人力丁もこと・   ■ 以下lこ■′●朋岨■皇●l▲A●わ血生■8■こ0電人力し・8●こtt訪問塗べ陣放電入力▼もこと・   

4日■■D■■一冒の檜■lこ暮・失脚Y暮■¢よ冒・支■脚■￥事tl汚た鵬〉甲穫t脾富○ていも・   ¢¶■のセ■一夏の■■に暮うu蘭郎耶－■取次E」引劃■の■竜TモI治た伽）中卿定¢Tいも・   

◎l■llt璽－■rも．   ◎■けを東暮▼る．   

／熟願力〉   8   一〉  l〉  
．兜． ，児．t肋  

▼r▼叩■文■  00一ポイント   
▼lⅢ支■  

分岬こW）つ／こ剛鑑■t附冊■▼にJ－仇粕1■】  ○∞ポイント   分鞠こMわったt隅匿書■州のれt■専■こ▲も脚支－M  

ボインl■肘  ポイント膿か  

・－ニヂニー 鵬～・・・r∴J二∵－ てご、′■十盈ユ・ノ師ごr’ 1ノ・二こ」二、J、懇望＝ニーヰ㌣・∴∴二ご二＝・アニこ一、・■－   



こ必凱細■陀付与▼も■Y封姉川   

ル事事l血－■lの一つ下も l暮▲しなし11■Hゴー■ナな六たいの丁かトl一ない止うjt■1Lr∫l  

●子繹て鶴】■支正●王【う′ヨートステイ・トワイライトステt」  

2■以上児▲し 

円1一喝ギ■仙 

トウイうイト⊥テイ▼■のT■ ■■分へN 人80萄ポイノー 

†■′自分▲D 人日0■5ポイノト 

憮Bゲイワービスガ■P 人81COポイノト 

児tの遽蓼t六▲叫 n、」ず030ポイノト 

纂8■J】人8■甘で入力すること．重た．■色ポイントは＝刀人日暮位の表示となっTいる．（「児王の遽醤モ事鮎著■く．）  

人8 0鳴ポイント  

児玉の送迎車貰庵l相  か芹  0卸ポイント  

ト11トhfn†寸）■すもが、▲b■で1壬1かけとわつント丁も．  

－
た
T
 
 
 



平成21年度   平成22年度  

●地虚子竃て支オー点■羊  

暮○■lJ責■♪一幕IIt人力丁もこL  

A■ r 目 ， 詳財t〃ト l■すポイント  

・ひうl∫聖（暮★分）  

03－4日蘭腰 幅 か剛178ポイント 

○さ－■B〃M別tセt罵あり） か■239ボインl 

058叩 か■218ボインl 

058岬（●♯■充あり） か汁調5ボインl 

06－？8岬打 かF力8ボインI 

○¢一丁8仰（■れ姓充あり〉 か断Ⅶ○ポイント 
・ひろば父り■暮分〉  

○血書ひうばの■■ ▲Y か輝■？ポイント 
ottの子■r力竃■bも■嘘（l▼■抑 止 か靡22ボインl 

○■tの子▼てカー■仇取鵬（主事｛書■〉 8▲ かゎ30ボインl 

○も■の子Tてカモl鷹鴫¶■（8事事羊■） ss か撫”ボインl 

0も■の子■rカモ■bも取■（4事★事■） 附 か■イ5ボインl 

・センター暫  058脚 OD か〝コ？0ポイント 

○か′7∈川岬 醜 か■398ボインl 

0嶋■檀t（暮★分） 師 かけt29ボインl 

0嶋■樗t（■■I■腋■れ■分〉 白G l〉、斤88ボインl 

・：tl】■聖  

○暮霊分 8H Ol か耕14ボインI 

●撫■分（七■収月日■て力膚■●もれ榔 餌 か片22ポイント 

ポイノ†緻肘 8、l 

●一疇預かり■羊  

■■●～六tカ、汗彙托入力▼もこと． l  

I 日 ， 三脚巾ト ●■ポイント  

か靡叩ポイント 

ト」  

㌣－ぐ－－・Lせニ ⊥ニ堰∴二ぎ⊥号：こもぎニ∴巴⊥ざ：ニJお－   －⊥ノ鼠・∴ど 
∴．．   

、 



平成21年度   平成22年度   

くI■t■2＞   
＜l■t2＞   

l  －■かけ隷  ■βBt  ■  か舞 抑0ボインIl獣M 
●書慮ま二■1tl魚l■■】■   

ポイント   

－りU一   一  
●次世慮王事．．  

か斤 t・。ボイン‥∝－・－ポイノト  

■一  

●チどもを守るt■享フトワーク1■縦■化事事   

｛） 昌  l  

（▲■▼■l   

，  相中ト 叩軒ノト  

一・■ ■… ■・■  
（ビ■■■」■t■■■¶の曙■1■t■仇しでい1八、■書〉  人 0■ポイント ロー  

土lこ児t■冊への■「佃上きせもた敵J）■■のt■  
（仙仙W仕■1㈱ノn、■■●）  人 0■ポ▼ンlO〟  

A■  ■  日  日一  汁■Mもーント  

（何州▼t）   
●巾～●1◆■に1、てIi■■●tの書■が■●でホ●こと．   

■11■▼も■■につ■▲●乃山■■■】＝Ot人力し、8－こlりt人力▼もこと．   

l一触小ワークーi■飢■r¶巾上t伽－－  
lt船ウ一っーケと餅M▼■抑一■－胃穐t－  

l…性肘＼の■t鵬句●bu  
ポイント■l†  

く■■8＞ その飽・劃▲エ夫のあるセ細t一ついて★■している■AのみE入する   
●その■l．1H】■工夫の■〉る】択一について   

一人口＝」山 卜  叱■人口（0■虹1山○▲籾〉＝  

猟年収21■▲月－8Ⅵ庄（tl人IJ3月31日l■ねJ   
「 ‾m   

し  
光Ⅰ伽 日三 馬転』   

廿t白か■■▼も▲鴨町小川町岳暮】－■2－－よ中に■紳■児1－†■岬■暮一さく一－■職止さ，トワーク青書む）が■■さナいn、もか．  れてtュ量l 
るTうlこ⊂〉竃二1ナ●．  

■｝ l   

叫 岨人口＝⊂玉＝工＝＝：：ト   兜t人口（○■山上18▲乗j暮， m  

．．石．，．隅＿しn、もか鵡，．ほも舶。。t  
※平成Z2年■月181■在（もしくIJ∋月31日帆I妄）  

F′l l・叶tしていも  

鮎 ‡   
川叩．．、‥．…．…．…叩．．．“．し．．。止…，＿，t．t．，〝抽れてい…．蒜 

児1伽去：三三‥去憲蓋…蔓菜慧…芸≡‡三≡…；三［∃壬 監∃j   
柑〉●のt■■こ●▼■▼【rの椚il、T 景㈹〉け■上し′A、研一と1‖L   【■t怜書■■Tも全市垣■l翳■8亨】▼■之2事■中〔■■■鷺】■■H■匝■■輪（■W止ネト ークt・   

■uTlこ－ナ●寸■のう1㌧■■▼も■■にlュ，Otl己入▼●こと．   
ぁて11奮餌う⊂0書ブナも．  

■咄■寄島檜プロク，▲J“∵コt、－■】、r－楓20－－り，℡88■光一－11ク8m－■土中ーー■一明・1u■■”－■＝－■”－・欠世代▼俺11剛■受け▲の文明●事  ■l月ほIl▼■l暮！事lごついてJq〉8（象）Jt●■   い  
責付▲ガ●●■■■カ 丁 

【■一灯t●一丁引け村のみ■申罰－は●仰■■しれ－抽．轟てlほも酌にOtlタる．  

葺許諾；削－の叩  
1C〉t人ブt〉lH⊃t来h  

け■している  
▼↓んて羊ともt±｛■てLとがで古里l●に－ユ、て職員1≠●△、如して彙lこtlu●¢け■   

・   
‘t■■貫の■■t長の主体■′一子▼て1檀趨■文几のt■  

．ホ…－…t。、て、，．＝．，．．……．”．…．．（．仙止．．，＿，  

■●l■兜暮事l｝■l■l■   

「  

■慧Il  

DSll 

◆ ⊥11「こl■′も爛恥うぅ ▼■▼も℡■lこl才 く）tlと人▼●こと．   

▼巾●■■ ■■■■   

鵬叫tのt■嘱＝－も▼べT¢■■に1－て．℡¶囁け川鮎しないものと▼L  

b■▼へん丁子ともt重み▼てLとがFビt41■に・ブいて朝一任■1咄－●が●州レて■lこt入朝t暮のけ■  

ボインl  
■■・・⊂・・・・・リ・   

■t匝■■l書イン事Ic仁■■■ さ饗旦■¶∫tの■の▼■曽7疇帥〇疇■u⊥事札n、ても軸一声応わ叩ウ土■こ以、T7■帥し、丁れかt■札TいTもー■■一虞堪れn、旭、ポイ了・－肘、■不さnlす．  ■■■■児1¶■■■■■☆（■Mlカ止■ッlつ－クt■く〉の蹟■・■t  

h・子どもたっ★人か’の   

■イント  ・★■のIt■  

・恩●■l■■噌■●の兄一■  

【・中・■麟1の■】■mリのl■▲   

∴・・▲  
・モのt●【tユ大のあも■l■  

l■■○■H什■インサ」∩“■■l郡血yボインl  

■tl刑■でI一千9脚■事▼叫帥▽朋以上T■していても、一曹モー方応嬢ヲ0”］こわいて用帥いーれかモー州してl・てヤー小■事虞1ほ廿てい甘いボインlけが研～れ1▼．  

ー
竺
－
 
 
 



平成21年度  平成22年度   

●予算稚互状況ヰ認表（必須入力項目）  
● 予算措き伏流年表表（必須入力項目）  

実篤する各事重の事輩■．寄付金その他の収入積を記入してください．  （皇位：千円）  

実生する各事業の手蔓升、寄付金その他の収入額を記入してください．  （蔓性：千円）  

域協議会（虐待防止ネットウークを除q  

l勺  

－  ∴一 
ユー・－   ・‥－一ユー’・ニーー・● r●・－‥－・一上＿∴ニーで十■、●Jヤ  ＿ 、 

． ＿ 



平成21年度   平成22年度   

●平成20年虔の申ホ・妻】■の撰5兄を王己入してください．（必須入力嘲呂）   

● 平成21年虞の申請・実牡の状況をl己入してください，（必■事入力項目）  

平成20年Jr交付中川時   平成20塵廉貢Ilペース   
平成21年虔交付申汁岬  

平成20年膚交付工夫正中  総合計ポイント  
平成21年よ夷l■ペース  

機会計ポイント  
平成21年虔交付訣定繹  

総合計ポイント  総合計ポイント  （単位：円）  
（1位‥円）  

q）  ②   ¢  ◎  ③  
Eト   

◎  

業必須入力  
※必須入力 

★t♪及び○■の∫倉I†ボインIほ（■tl〉→（l11■3〉よでの含IIのポイント書l∈．人しTくだ諷、．   

t①及び○■の■合ぃ■ポイノトIJ（■t「〉－（暮▼鮎〉■でのさ押〉ボインlモl已人して（た諷、．  

千慮20ヰl量のI一式で■出きnた．†鎗倉l†ボインIj●かポイントモ■t■のよfl己人してください．   

千慮21年∬のけ式で■£さn／こ．√瞥合■†ボインH■のボインIモモの文一た人してくたさい，  

▲01■ユー瞳21暮3月108月■生9，t■書見■1t■031岬t交付1臭t▲如】■q）交付Iltl己入しTくだきい．   

●○■lJ平氏21年書の交付式富■I刑■か交付－1己人してくた謬．、．  

■千慮21■鷹1こ交付モカ）ていない市『呵lュー（りモ人丸．てくたれ－．＝■でlエエラーに与りよす．   

嘉▼蜘■ホlこ交付モカナてし巧八l市『円IJrOlモ入九ノてくたきい．空■■P11エラーになり蒼丁．  

● モ後に平成22年丘事前協■時の状況を記入してください．（必須入力J貫日）  

●最後に平成21年良書前】丘暮時の状況をi己入してください．（必■零入力」唄巳）   

平鮎2年オ挿絵議岬  

捜合計ポイント  
平成22年虔内示鐸  

平成Pl年訂事1m協；■時  平成21年庄内示鎖  平成21憂慮交付申請額  

平殿2絹交付拍欄  

l麓合計ポイント  

（単位二門）  

（豊飽こ円）  

（鎖飽二門）  

（璧拉：円）  ①  ①  ①  （さ  

◎  
D」  

①  
El‘   E」  

其必凛入力  
※必凛入力   

■（む－ユー慮22▲鷹の事甘■■■のり▼1■り－（l▼l■釦までの峰台l†ポイントモl己人してくだ訂．l．  

雷¢■｝千慮21年l■の事書l■■叩く■tl〉一（ll恥〉1m蟻含■†ボインlモl己人してくたさい．  千慮之2ヰ∬の事¶t■の樗式で■上ヒされた、r鑑合計ボインり●わポイントモモの貫王妃人してくたさい．   

平慮21暮l■の▼納】■D櫨煮で■出きれた、r牡e什ポイントl■のポイノIモモのi▲k人してく托さい．   ●◎●J内示●」こl己■さnていも量■tk人してくたすし、．   

書01■ブl勺宗●に亡■才れてtlも■llモl己人してくた亭．l．  tO■J千l■22■l■に●■▼も受付●lI臍佗入してください．   

■●●i千l■21■■に■■了も交付■■■tl己人してくたさい．  

※〇3は入力前ほrNG」と表示されます．必事事一天を入力すると「OKJに変わります．   

※35は入力青拇「ト応Jと表示されます．必蓼事】事ミ入力すると「OK」に変わります．   

－
∽
】
－
 
 
 



平成21年度   平成22年度   

別表3 平成年度次世代育成支脈策交付金事莫計青書  

1．蕎主事王  

（1几児ま戚全戸訪昂事暮（こんにちは赤ちやん手書）  

（略）   

（か）l判膵駒I圭一t机肌、当該胡脚立裏u停どから．全戸鉢呼l】恥対lと頓ノ事払すべて¢脚計上すにと．  

（泌l腐蝕美人飢11、★事蜘腑勤打も人緻モか上すもこと  

■  

tト」  

ーー＿．t、 － 穐●－′＿，．＿．＿．＿．＿．・－、． ◆’J－■ － ▲・れ■－壬． ▲－Jl－．  

■・－‥ 一  ・、・－－・ 
．＿ 、＿＿－・  

＿  ．＿ ▲ J■′ －・－十 ． ．＿   



平成21年度   平成22年度   

（2）養育支援訪問事業  

謂隅 澗真樹 澗延順  

育訝㌻品轡合計育篭吉事」設轡合計  
〔紬鮒  

肋、掛掛所） （件 「件，  

【】 
口 0 0  

三脚支‡結実人数 以下の（り（釧こついて該射る太枠内に伏臥  

（略）   

育 
棚闇 （1瀾 掛  

合計  
へ 

相温訝 （2）弼 抑  

W/ W ホ「軒¶叶¶忘忘ニニ．研催削い鮒は 】 
0去暮勤対針な弧、・  

C主1）相識－¶ま棚耕法柑撞巴入丁る・紘蜘止榊皿、一貞子▼甜－n甜肘に州『好個齢眈糧、瑚こ封く胴  
耽なった一缶1掛．mンけ丈と  

ぐ主かトRこ1呵1伽藍拝謝上す比  

髄）ト8識¶1拗けろ人間廿罰計上すこと  
ぐ排日コt¶1珊∬）った棚（職■脱線餌ソーシ十ルナ功一靭肝酬上す仁と  
脚ー欄■此よ槻M恥：鼎棚折渡伽沖軌欄■虹組且  

－
∽
川
T
 
 
 




